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交流館からのお知らせ 
 

いつも本郷交流館をご利用いただき、 

ありがとうございます。 
 

１２月６日（土）８時３０分から 

交流館の大そうじを行います。 
 

一時間程度で終わります。 
※掃除用具（雑巾・ビニール手袋など）をお持ちください。 
 

交流館利用サークルのみなさま、各種団体

のみなさま、ご協力をよろしくお願いいた

します。 
 

１２月１９日（金）に交流館内のワックスがけを

予定しています。ご迷惑をおかけしますが、よろ

しくお願いいたします。 

なお、夜間の貸室は可能です。 

本郷町内一周駅伝大会開催！ 

２０２６年１月１日（木・元日） 

１０時００分スタート‼ 
 

沿道でのたくさんの拍手、 

応援よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

本 郷 交 流 館 
  

〒729-0252 

福 山 市 本 郷 町 1 0 4 5 - 1              

℡０８４－９３６－１１２３ 
 

✉ hongou-krk@city.fukuyama.hiroshima.jp 

※各家庭１部ずつお取りください 

 
福山市 

本郷交流館 HP 

本郷学区体育会よりおしらせ 

相続のおはなし 

１１月２１日（金）１３時３０分 

本郷交流館 ２階会議室 
 

講 師：日本クレアス行政書士法人 福山本部池永経営 

（旧：池永経営株式会社） 小田宏治さん 
 

定 員：１５人程度 

持ち物：筆記用具 

『いざというときのために』 
 

のこされた家族が困らないために・・・ 

社会教育活動事業 

１１月２８日（金） １３時から１６時 

本郷交流館 １階和室 
 

講 師：社会福祉士 小川知昌さん、民生委員有志のみなさん 

定 員：とくになし 
 

上記の時間内でお話しを聞くので、いつでもご自由にお越

しください。特に悩みは無くとも、雑談がしたいなとお茶

を飲みにくるだけでも大丈夫です。 
 

※ただし、時間によっては、お待ちいただくこともあるかもしれません。 

福山市には、健康問題、家庭問題、経済問題など、

さまざまな相談窓口があります。 
 

しかし、 

「どうやって相談すれば良いのだろう？」 

「悩んではいるが、まずは誰を頼ったら良いのだろ

う？」など、ちょっとした悩みや疑問を抱えている

方もいらっしゃると思います。 
 

良かったら一度、交流館でお話しをしましょう。 

ひとりで悩んでいませんか？ 
 

問合せは本郷交流館 
（０８４－９３６－１１２３）まで。 

１月 交流館講座 

まちづくり講座のお知らせ 
 

◆オフィスプロスタジオによる椅子体操 

◆ノルディックウォーキング 

◆調理実習 などを予定しています。 
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まちづくり活動報告 １１月２日（日）文化芸能祭 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認め合おう みんな違って あたりまえ 

 

しめ縄作り 

１２月２５日（木） 

９時から 定員：１５人 

材料費：２００円 

正月の生花 

１２月２４日（水） 

１０時から 定員：１５人 

材料費：２，０００円 

正月の生花、しめ縄作り 

どちらも会場は、 

本郷交流館２階会議室 
 

申込み・問合せは 

本郷交流館 

（０８４－９３６－１１２３）まで 

まちづくり活き活き講座 

パン作り（ピザパン） 
 

１２月２０日（土） １０時から 

 

講師：高尾 英子先生 
 

みんなが大好きなピザパンを電子レンジで短い時間で

作ります。とても楽しく教えてくださいます。 

文化芸能祭の時の忘れ物です！ 

 

アディダスの上着は実習室に、ペットボト

ルカバーは２階会議室にありました。 

１１月末まで交流館に保管していますの

で、心当たりのある方は、本郷交流館（０８４

－９３６－１１２３）までお問い合せください。 

子どもチャレンジクラブ 

宿題会＋肉まん作り 
 

１２月２６日（金） ９時３０分から 
 

今回は、宿題会の前に肉まん作りをする予定です。 

子どもチャレンジクラブは、小学校を通して配布するおたよりで、 

改めて募集をかけます。 
 

持ち物、定員、材料費など詳細はそちらをご確認ください。 

「11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンの実施月間です。」 
 

未来への懸け橋であるこどもは、一人の人間として尊重されるべき存在です。 

児童虐待は体罰を含み、こどもの心身に深刻な影響を及ぼす重大な人権侵害です。 

本市では児童虐待に関する相談件数が増加しており、こどもの生きづらさは年々高まっています。 

子どもの権利条約は、こどもを「権利を持つ一人の人間」としてとらえ、その生命と生活を守り、人権を尊重することを定めてい

ます。 

虐待する側も悩みを抱えている場合もあるため、保護者だけで抱え込まないよう、地域などで声掛けや支援を行い、社会全体

でこどもを見守り、支えていくことが大切です。 

 

「虐待かも」と思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９（イチハヤク）」へ 
 

11月一人一人のページへ → 


